
 

 

 

支払基金における審査の一般的な取扱い（医科） 

 

社会保険診療報酬支払基金における診療報酬請求に関する審査は、健康保険法、療養担 

 

当規則、診療報酬点数表及び関係諸通知等を踏まえ各審査委員会の医学的見解に基づいて 

 

行われています。 

 

今般、審査の公平・公正性に対する関係方面からの信頼を確保するため、平成３１年 

 

４月に支払基金に設置した「審査の一般的な取扱いに関する検討委員会」等（※）において、 

 

検討を重ね、「支払基金における審査の一般的な取扱い（医科）」を取りまとめましたので、 

 

公表いたします。 

 

なお、「支払基金における審査の一般的な取扱い（医科）」については、療養担当規則等 

 

に照らし、当該診療行為の必要性などに係る医学的判断に基づいた審査が行われることを 

 

前提としておりますので、本公表事例に示された適否が、すべての個別診療内容に係る審 

 

査において、画一的あるいは一律的に適用されるものではないことにご留意願います。 

 

 

 

（※）「支払基金における審査の一般的な取扱い（医科）」については、平成２９年１月 

 

から平成３１年３月までの間は、「支払基金における審査の一般的な取扱いの公表 

 

に関する検討委員会」で検討していましたが、平成３０年度に審査に関する検討体 

 

制の改編を行い、令和元年度以降は「審査の一般的な取扱いに関する検討委員会」 

 

等で検討することとなりました。 

 

 

令和 6 年 2 月 

  



 

 

診療項目 番号 タイトル 頁 

手術 ８３４ 脊髄誘発電位測定等加算（腰椎）の算定について １ 



- 1 - 

 

【 手術 】 

 

８３４ 脊髄誘発電位測定等加算（腰椎）の算定について 

 

《令和８年５月２９日》 

 

○ 取扱い 

 

腰椎（Ｌ３以降）の手術においても、Ｋ930 脊髄誘発電位測定等加算「１」

脳、脊椎、脊髄、大動脈瘤又は食道の手術に用いた場合の算定は、原則とし

て認められる。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

脊髄誘発電位測定は、脊椎の手術を正確かつ安全に行うために必要とされ

ているが、Ｋ930 脊髄誘発電位測定等加算「１」脳、脊椎、脊髄、大動脈瘤又

は食道の手術に用いた場合の対象手術は厚生労働省通知※により定められて

いる。 

以上のことから、腰椎（Ｌ３以降）の手術においても、Ｋ930 脊髄誘発電位

測定等加算「１」脳、脊椎、脊髄、大動脈瘤又は食道の手術に用いた場合の算

定は、原則として認められると判断した。 

 

 

（※）診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 

支払基金統一事例 支払基金・国保統一事例 


